
１　採用予定人員及び職務内容

２　応募資格

　※地方公務員法第１６条に規定する欠格条項に該当する人（以下はその内容）は受験できません。
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３　任用条件

令 和 ８年 度
高 浜 市 会 計 年 度 任 用 職 員 募 集 要 項

【採用区分：介護認定調査員】

《受付期間》令和8年2月13日（金）～令和8年2月27日（金）

採用予定人員 職務内容

1人
要介護（要支援）認定をするために、厚生労働省が定める７４項目の調
査（日常生活動作の状況、認知の状況、その他介護認定に必要な調査）
を行い、その結果を入力する。

勤務時間
原則として、月曜日から金曜日のうち週３日
午前９時００分から午後５時００分まで
※希望する勤務日や勤務時間については考慮します。

年　　齢 資格・免許等

年齢・学歴は問いません

【必須要件】
・普通自動車運転免許を有すること
【その他望ましい要件】
・パソコン操作ができること（ワード）
・介護支援専門員、保健師、看護師、准看護師、介護福祉士、社会福祉
士、理学療法士、作業療法士いずれかの資格を有すること

拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなる
までの人

高浜市において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない人

日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊する
ことを主張する政党その他団体を結成し、又はこれに加入した人

任用期間
令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで
契約の更新　再度の任用は勤務成績等により判断します。
更新上限回数　有（更新回数の上限　４回）

勤務地 （雇入れ直後）高浜市いきいき広場（変更の範囲）高浜市いきいき広場

　※以下は保育士・教諭職の方のみ

令和8年12月25日までに施行予定のこども性暴力防止法第２条第８項に規定する特定性犯罪事実
該当者に該当していない人、また、申込時にこども性暴力防止法第２上第７項第６号が委任する
政令が制定されていない場合であっても、県条例における同号イからニに定める行為に対する
罰則について、前科がない（当該前科に係る特定性犯罪事実該当者に該当しない）人

災害補償 公務上の災害又は通勤による災害についての補償制度が適用されます。

報酬・手当

報酬　（資格無）１時間あたり１，６０５円～１，６４２円（経験年数による）
　　　（資格有）１時間あたり１，６７９円～１，７１２円（経験年数による）
　　　  ※「資格有」とは、介護支援専門員の資格を有する者を指します。

手当　通勤距離に応じて通勤費相当額、期末手当、勤勉手当
（給与改定等の状況によっては、支給額が増減することがあります）
（条例改正等により給与、手当の内容が変更になる場合があります）

休日・休暇
原則として、土曜日、日曜日、国民の祝日、年末年始（１２月２９日～１月３
日）なお、勤務日数によって有給休暇、特別休暇が取得できます。

社会保険・雇用保険 愛知県市町村職員共済組合、雇用保険に加入していただきます。



４　選考方法と申込

　　選考につきましては、書類または面接選考を行います。

《連絡先》

申込につきましては、下記の連絡先へお問合せください。選考に必要な書類等を配布させていただきま
す。

高浜市役所福祉部介護障がいグループ　担当　浦田
ＴＥＬ０５６６－９５－９５５４


